
 

議案第４０号 

   佐野市職員等の旅費に関する条例の改正について 

佐野市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

ます。 

令和７年２月２５日提出 

佐野市長 金 子  裕   

佐野市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

佐野市職員等の旅費に関する条例（平成１７年佐野市条例第５５号）の

一部を次のように改正する。 

第３３条中「国家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１

４号）」を「国家公務員等の旅費に関する法律施行令（令和６年政令第３０

６号）」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第３３条の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後に佐野市職員等の旅費に関する条例第４条第１

項に規定する旅行命令権者が同項の規定による旅行命令等（以下「旅行命

令等」という。）を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令権者

が旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施

行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に旅行命令

権者が同条第３項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、

この条例による改正後の第３３条の規定は、当該旅行のうち当該変更の日

以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前

の期間に対応する分については、なお従前の例による。 

 

 

理 由 

国家公務員等の旅費に関する法律の改正に伴い、所要の規定を整備する

ため本条例を改正したいので提案するものです。 



議案第４０号参考資料 

佐野市職員等の旅費に関する条例の改正案 新旧対照表 

現       行 改   正   案 

（外国旅行の旅費） （外国旅行の旅費） 

第33条 この条例に定めがあるものを除くほか、外国旅行についての旅費については、国

家公務員等の旅費に関する法律（昭和25年法律第114号）の各相当規定を準用する。こ

の場合において、国家公務員の職務の級に相当する職務の級は、任命権者が定める。 

第33条 この条例に定めがあるものを除くほか、外国旅行についての旅費については、国

家公務員等の旅費に関する法律施行令（令和６年政令第306号）の各相当規定を準用す

る。この場合において、国家公務員の職務の級に相当する職務の級は、任命権者が定め

る。 

 


